
平成２１年度から、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律（以下「健全化法」という。）が全面施行

され、これまで一般会計を中心に評価されていた地

方公共団体の財政状況は、地方公営企業や第三セク

ターの財務状態を含めて評価されることとなった。

このため、各地方公共団体は、地方公営企業の経

営状況について、より的確に、より分かりやすく説

明することが求められ、経営状況が著しく悪く、回

復の見込みが立たない地方公営企業については、事

業の必要性を勘案の上、事業の縮小、廃止などを検

討することが必要となった。

そのような中、平成２１年１２月に総務省地方公営企

業会計制度等研究会において、地方公営企業会計制

度の見直しに係る報告書（以下「報告書」という。）

がまとめられた。

報告書では、地方公営企業における会計制度を、

実に約半世紀ぶりに大幅に見直し、民間企業会計

（以下単に「企業会計」という。）とのかい離を埋め

るとともに、公営企業会計の透明性の向上と各自治

体の説明責任の強化を図っている。

本稿では、この公営企業会計制度の見直しのうち

特に影響が大きいと考えられる見直し項目について、

その意義と内容を紹介しつつ、各地方公営企業が受

ける影響などを分析し、おおよそ１年から２年後に

予定されている新制度施行までに準備、検討してお

くべき点について確認することとする。

なお、文中の意見にわたる部分は、筆者の個人的

見解であることをお断りしておく。

（１）会計基準の見直しの概要

今回の地方公営企業会計制度の見直しでは、「資本

制度の見直し」、「会計基準の見直し」及び「財務規

定の適用範囲の拡大」と、大きく３つの段階に分け

て行われることとされている（注１）。

このうち、公営企業に最も影響を与えると考えら

れるのが、「会計基準の見直し」であり、報告書では

会計基準の見直し項目として次の１０項目について見

直しの方針が示されている（図表１）。

また、図表２は、「会計基準の見直し」によって貸

借対照表が受ける影響等を表したものである。

報告書では、公営企業の特性等について適切に勘

案しつつ、企業会計基準の内容にできるだけ沿った

形で見直しを行うように提言されている。近年の企

業会計基準とのかい離が広がっていることもあり、

今回の見直し項目は上記のように広範にわたってい

るが、本節では、これら中でも特に重要と考えられ

る①「借入資本金の負債計上」と③「引当金の計上

公営企業会計基準の見直しの内容と影響

はじめに　
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図表１　会計基準の見直し



義務化」について、具体的に考察してみたい。

（注１）総務省自治財政局公営企業課長　上杉耕二×関西学院

大学教授　小西砂千夫（２０１０）「対談どこまで進む?!地

方公営企業会計制度の見直し－改正の趣旨と求められる

準備」（「地方財務」２０１０年８月号・ぎょうせい）Ｐ２６

（２）借入資本金の負債計上

現行の地方公営企業会計制度においては、建設改

良の財源に充てるために起こした地方債や一般会計

等からの長期借入金を「借入資本金」として資本の

部に計上することとされている。

これは、地方公営企業が株式発行による資金調達

ができないこと等を原因とするものであるが、公営

企業会計独自の制度であり、企業会計と公営企業会

計とのかい離の中でも大きいものと言える。

しかしながら、地方債等の長期借入金はいずれ返

済時期が到来する「他人資本」であることに違いが

ないことから、今回これを改め、借入資本金を負債

の部の固定負債に振り替えることとされた。また、

借入資本金の負債計上と併せて、１年以内に償還期

限が訪れる企業債については、固定負債から流動負

債に振り替えるものとされている。

これにより、これまで資本に計上されていたもの

が負債に計上されることになるため、貸借対照表上、

各公営企業の財務状況が悪化することになる。

図表３は、府内市町村の上水道、公共下水道（法

適用事業のみ。以下同じ。）及び病院事業における平

成２１年度末の決算数値の合計値に借入資本金の見直

し部分を反映させた貸借対照表である。

各事業の見直し前と見直し後を比べると、資本金

の値が減じ、固定負債及び流動負債の値が大きく伸

びている。特に初期投資に巨額の資本投下が必要と

なる下水道事業においては、その多くを企業債で賄

っているため、その変化が顕著になっている。

また、財務の安全性を見るために最も用いられる

「流動比率」にあっては、図表４のとおりとなる。
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流動比率は、１年以内に返済期限が到来する債務

に対する企業の支払能力を示す指標であり、一般的

に２００％を超えていることが理想的で、１００％を下回

ると資金ショートの危険があるとされている。これ

は、分子たる流動資産の中には、未収金やたな卸資

産のように現金化をするのに時間を要するものが含

まれているためである。

結果を見ると、いずれの事業も数値は下がってい

るものの、府内平均で、上水道事業は依然として理

想的と言われる２００％を超え、病院事業も１００％を超

えている。一方、下水道事業は１００％を大きく下回

ることとなる。また、「見直し後（実質）」は、流動
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資産の額に１年以内償還企業債に対して繰り入られ

る見込みの一般会計等からの繰入金額を加算して流

動比率を求めたものであるが、その場合でも下水道

事業では１００％を下回った。

しかし、借入資本金の負債計上によって貸借対照

表上の数値が悪化するのは、公営企業の構造上致し

方ないとも言える。なぜなら、公営企業は、株式に

よる資金調達ができないことから、企業債によって

施設の建設を行い、その施設を使用した者が使用の

程度に応じて企業債の元利償還金を料金として負担

する仕組みになっているからである。特に上水道、

下水道にあっては、住民の生活に欠かせないインフ

ラであるとともに、現在のところ同種のサービスを

提供する者がいないため、毎年、確実な料金収入が

見込まれ、実際に資金繰りがショートすることは稀

だと考えられる。

一方、病院事業では、地域によっては同業他者が

多数存在する場合もあり、医師不足による患者減な

どの危険因子も抱えているため、他の公営企業に比

べ、より民間と同じ尺度でこれらの比率を見なけれ

ばならない。前述の病院事業の数値は、「見直し後

（実質）」で府内平均１４１.８％であるが、これを個別

に見てみると、１５会計のうち、６会計で流動比率が

１００％を割り、そのうち１会計では５０％を下回って
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いる（「見直し前」では１００％を割る会計は５会計、

５０％を割る会計は０会計。「見直し後」では１００％を

割る会計は８会計、５０％を割る会計は２会計）。府

内の病院事業会計では、流動資産に占める未収金の

割合（以下「未収金割合」という。）が高い会計にお

いて、流動比率が悪い傾向が強い（図表５参照）。そ

のため、これらの病院事業会計においては、未収金

の一部が不良債務化した場合には、一気に資金がシ

ョートすることも考えられる。今回の見直しによっ

て、流動比率が１００％を下回っていることが明るみ

になった病院事業会計にあっては、未収金対策の強

化などの打開策を早急に講じる必要があるだろう。

このように、今回の見直しによってこれまで隠れ

ていた負債が明らかになる場合がある。また、今後

は民間企業との相互比較もさらに行いやすくなると

考えられる。上水道事業や下水道事業など独占的な

サービス形態の事業にあっても、自身の経営状況を

説明するのに、場合によっては同じく独占的に公共

サービスを提供する業種（例えば電力やガスなど）

との比較をしたりすることも可能になろう。各公営

企業にあっては、今回の見直しを受けて自身の経営

状況について、再点検をする必要がある。

次に、今回の見直しでは、借入資本金の負債計上

とともに、公共的な経費や不採算経費など一般会計

等が負担すべき経費については一般会計等が負担を

するという公営企業の特性に鑑み、企業債のうち一

般会計等が負担すべきものについては、その額を貸

借対照表に注記することとされた。また、その負担

区分については、条例でこれを定めなければならな

いこととされた。これにより、各地方公営企業の貸

借対照表において、これまで不明確であった一般会

計負担額と地方公営企業負担額が明確に区分される

ことになり、真に当該地方公営企業で負担しなけれ

ばならない負債額が明示され、住民等にも分かりや

すく、地方公営企業にとっても的確な財政判断が可

能になる。各地方公営企業会計にあっては、これら

の趣旨を踏まえ、今のうちから条例に規定すること

を前提とした負担区分の整理と明確化を図っておく

必要がある。そして、一般会計等との負担区分を踏

まえた各種の比率を算出するなど、議会や住民に対

して、正確に公営企業の財務状況を説明できるよう

準備をしておく必要がある。

上記のように、借入資本金の負債計上は、今回の

会計制度見直しの中でも大きな影響を及ぼすものの

一つである。これまで建設改良に係る企業債が借入

資本金として整理されてきた理由の一つには、地方

公共団体の名前で発行された企業債の最終的な償還

責任が一般会計等にある点を捉えて、見方によって

は一般会計等から資金提供があったものともみなせ

ることなども挙げられている。しかし、今回の見直

しにより、企業債は「一般会計等の負担」から「公

営企業の負担」であることが明確化された。

また、言うまでもなく公営企業会計は、一般会計

等との適切な負担区分を前提に、独立採算制を採っ

ている。負担区分が明確化されると、一般会計等が

負担するとされた部分については繰出が確実に行わ

れることになるが、公営企業が負担するとされた部

分については原則繰出がなされないことになる。こ

のことにより、これまで一般会計等からの赤字補填

の繰入を受けていた公営企業会計においては、経費

の削減や料金改定などにより、より自立的に経営に

向けての努力が求められることになる。各団体にお

いては、今回の見直しにはそういう効果があること

を念頭に入れて、公営企業が有する役割とあるべき

姿をよく検討の上、正確な将来見込みのもと、どの

分野にどれだけの税金を投入するか、どれだけを料

金で回収するかの議論を行う必要がある。
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（３）引当金の計上義務化

企業会計では、次の要件に合致する費用又は損失

は、必ず損益勘定で費用計上するとともに、貸借対

照表の負債に計上しなければならないこととなって

いる。（企業会計原則注解１８）

①将来の費用又は特定の損失であること。

②費用又は損失の発生が当期以前の事象に起因し

ていること。

③費用又は損失の発生の可能性が高いこと。

④費用又は損失の金額を合理的に見積もることが

できること。

企業会計においては、これらの規定を受け、製品

保証引当金、修繕引当金、退職給付引当金、賞与引

当金、貸倒引当金等が計上されている。

一方、公営企業会計では、従来、行政実例にて

「地方公営企業法施行規則別表第１号に掲げられてい

る退職給与引当金及び修繕引当金以外の引当金を設

けることができない」（昭和４０年１０月１３日・自治企第

１５８号）とされていたことから、多くの公営企業に

おいては、退職給与引当金と修繕引当金しか計上し

ていない。さらに、これらの計上は任意で、公営企

業の経営状況の如何によっては、「引当を行わないこ

とが適当である」（注２）ともされているため、すべて

の公営企業においてこれらの引当金を計上している、

という状況にはなっていない。（府内市町村法適企業

の状況は、図表６を参照）また、計上額も任意であ

るため、必ずしも必要額が引き当てられているとは

いえない状況である。

そもそも引当金の計上の目的は、「適切な財政状態

の表示」と「期間損益計算の適正化」とされており、

（注３）発生主義の原則からすると、その年度において

前述の引当要件に合致する費用又は損失がある場合

には、損益上の成績に関わりなく、引当金として計

上すべきである。また、引当額についても、例えば

修繕費として予算計上した額に余剰が出たときにそ

の余剰額を修繕引当金として引き当てるという例が

多いようであるが、本来であれば、将来の負担に対

して当期にいくらの費用が生じたかを具体的かつ合

理的に見積もり、その額を計上すべきである。

報告書においても、上記のような理由から、前述

の引当要件に合致するものについては、各公営企業

会計で引当てをすることを義務付けた。また、算定

方法についても一定の方法が示された。これにより、

退職給与引当金や修繕引当金だけでなく、賞与引当

金、場合によっては貸倒引当金などについても適切

な算定方法を用いて計上をする必要が生じることに

なる。

引当金の計上義務化の中でも、公営企業の経営に

特に大きな影響を与えるのが、退職給与引当金の計

上である。報告書によると、引当金額の算定方法と

しては期末要支給額によることができるものとされ

ている。これは、当該年度の退職給与引当額として、

その年度末に在籍する職員がすべて自己都合退職す

る場合に必要とされる退職手当額を計上するもので

ある。また、計上不足額については、適用時点にお

いて一括で特別損失に計上することが原則とされて

おり、これが難しい場合は、公営企業会計負担職員

の退職までの平均残余勤務年数（最長１５年）の範囲

内で計上不足額を分割して計上することも可能とさ

れている。なお、引当金の計上についても借入資本

金と同様、公営企業会計と一般会計等との負担区分

を条例においてあらかじめ明確化することが求めら

れており、公営企業においては今後、当該負担区分

に基づく引当金を計上していくことになる。

これにより、これまで退職給与引当金を計上して

こなかった公営企業にあっては、在職職員に係る退
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職給与引当金の計上不足額を新たに計上することに

なるため、損益勘定で収支が悪化することになる。

図表７では、以下の前提条件で引当金を計上する

前と後で計上される費用がどれだけ異なるかをシミ

ュレーションした。

（シミュレーションの前提条件）

・選定方法：簡便法（期末要支給額）

・算定開始段階での退職給与引当金残高：０

・職員数：１００人　　・平均残余勤務年数：１５年

・職員の経験年数区分：Ｈ２２地方公務員給与実績

調査の府内市町村数値

・職員の給料月額：Ｈ２２地方公務員給与実績調査

の府内市町村数値

・退職手当の支給率：国家公務員退職手当法にお

ける支給率

・６０歳において全員が定年退職し、それ以外の職

員は退職しないものと想定

・前年に退職した職員と同数の職員が採用される

ものと想定

・退職手当については、全額公営企業が負担する

ものと想定（一般会計負担せず）

このシミュレーションでは、職員数が一定であっ

たり、引当金残高がなかったりと、現実とはやや離

れた部分もあるが、引当前と引当後とで損益勘定上、

１５年間で９億円以上が費用として計上されることと

なっている。これは、在職の職員の引当金をこれま

で計上していなかったことによる一時的な増額であ

り、現実に当該費用がすぐに必要な訳ではないが、

既に累積欠損金を有している公営企業等にとっては

さらなる打撃となるだろう。各公営企業においては、

このようなシミュレーションを行うとともに、速や

かに一般会計との負担区分を設定の上、将来の引当

計上額の算定とその対策をしておく必要がある。

なお、総務省の調査（注４）によると、退職給与引当

金の一般会計等と公営企業会計との負担区分の設定

状況は、図表８のとおりである。

前述の調査の府内市町村の回答結果を見る限り、

小規模団体では一般系会計等が全額負担する傾向に

あるが、在職年数に応じて負担するなど、適切な負

担区分を設けるべきであろう。

10 自治大阪 ／ 2011 － 5

図表７

図表８



また、引当てによる料金値上げ等を避けるため、

やむを得ず一般会計等が企業職員の退職手当等の全

額を負担するケースもあるだろうが、その場合は健

全化法上の将来負担比率で一般会計等の将来負担比

率が増加する場合があることに留意する必要がある。

図表９は、府内市町村の法適公営企業のうち、退職

給与引当金の計上が現在行われていない公営企業会

計であって、かつ、健全化法の将来負担比率の算定

の際に、公営企業に在職する職員について当該公営

企業で退職金を負担するとしているものの数を示し

ている。これらの公営企業にあっては、今回の見直

しを受けて、一般会計等との適切な負担区分を設定

し、退職給与引当金の計上を行うか、一般会計等に

おいて将来負担額への算入を行う必要がある。

なお、報告書では、退職給与引当金以外に前述の

引当要件に当てはまるものとして、新たに賞与引当

金や貸倒引当金が例示されている。

賞与引当金とは、通常６月に支給される期末手当

及び勤勉手当が、前年の１２月から翌年の５月までの

労働の対価として支払われる性質であることに鑑み、

３月の年度末の段階においても１２月から３月までの

支払義務が実質的に既に発生していると捉え、その

時点で発生している額を費用計上するものである。

また、貸倒引当金とは、将来的に回収不能となる

おそれの高い未収金等について、その額を資産の部

に控除項目として計上することをいう。報告書では、

「消滅時効の期間を経過した債権で債務者による援用

を確認することができないもの」が例として示され

ている。これは、水道料金や病院の診療報酬など私

債権のうち、既に時効期間が経過し、回収の見込み

が立たないものがいつまでも資産として計上されて

いたのでは、正確な財務状況を示しているとは言え

ないことによる。

いずれも「適切な財政状態の表示」、「期間損益計

算の適正化」との目的を満たすためには計上が必要

なものと考えられることから、各公営企業において

は、退職給与引当金だけでなく、これらの引当金の

計上についても準備、検討をしておく必要がある。

（注２）地方公営企業実務ハンドブック（第一法規）Ｐ７４９

（注３）亀浦大輔（２００８）「誰も教えてくれなかった公営企業

会計監査のツボ」（ぎょうせい）Ｐ８４

（注４）平成２１年９月１８日付け事務連絡「地方公営企業会計制

度等の見直しに係る調査について（照会）」の回答結果

前節で会計基準の見直しについて検討をしたが、

本節では、地方公営企業法（以下「地公企法」とい

う。）の財務適用範囲の拡大について、考察したい。

今回の会計制度の見直しは、これまで独自の基準

で運用されてきた公営企業会計制度に、企業会計基

準の要素をできるだけ取り入れ、地方公営企業の財

務状況の実態をより正確に、より多面的に開示する

ことを目的としている。そして、その趣旨に鑑みれ

ば、このことは法適用企業にのみ求められていると

いうものではなく、同じく独立採算制の原則が適用

されている法非適用企業においても求められている

ものだと言える。

特に、事業規模や一般会計等からの繰出金の規模

が大きい下水道事業においては、ストック情報を含

めた経営状況を明確に開示するとともに、それらを

今後の経営方針の決定などの指標とする必要がある。

報告書においても、「ストック情報を含む財務状況

の開示の拡大を図るためには原則として、法非適用

企業（地方財政法第６条の公営企業のうち法適用企

業以外の企業）に財務規定等を適用することが望ま

しい」とされており、今後、国において財務適用範

囲の拡大の義務化についての議論が活発化すること

も考えられる。

現在、下水道事業において地公企法を適用してい

るのは、全国で見ると平成２０年度決算で３,６８７事業

中３１８事業（８.６％）（平成２０年度地方公営企業年鑑）

に留まっているが、近年は増加傾向にあり、今後さ

らに増加していくものと予想される。大阪府において

財務適用範囲の拡大
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も、平成２３年３月段階で、６２事業中１２事業（１９.４％、

６団体）が既に地公企法の適用をしており、さらに

数団体が法適化のための準備を行っている。

一方、法適化の移行には、複式簿記等の知識の習

得や固定資産の再評価などの新たな事務が発生する

とともに、資産の評価を外部に委託した場合は数千

万円単位での費用がかかるなどの負担もあり、なか

なか検討が進んでいない団体があるのも事実である。

しかし、複式簿記等の知識の習得については、地

方公会計制度による財務４表の作成が全ての地方公

共団体に求められている現状においては、公営企業

会計の法適用の有無に関係なく、広く職員全体が身

に着けるべきものであり、また、法適用に移行する

経費の一部が特別交付税で措置されていることなど

からすれば、それらを法適化の検討を進めない理由

にはできないのではないか。

さらに、費用の面でもう一つ言えば、法非適企業

のままでいる場合には、法適用企業の場合と比べて

消費税を多く支払っている可能性があるということ

を忘れてはならない。

地方公共団体は消費税の計算をする際に特別な取

扱いがなされる。水道会計や下水道会計などの特別

会計が国庫補助金や一般会計等からの繰入金を課税

仕入れ（受水費用や事業用資産の取得費など）に充

てるために受け入れた場合、それらの金額は「特定

収入」とみなされ、その額は消費税の納付額を算定

する際の「仕入れ控除税額」から控除される。（結

果、納付額が増える。）

【消費税の納付税額の計算方法】

納付すべき消費税額

＝ 課税売上の消費税額 －

（課税仕入れの消費税額 －

特定収入に係る課税仕入れの消費税額）

同じく、一般会計等からの繰入金を建設改良に係

る企業債の元金償還金の財源に充てると使途を特定

して受け入れた場合も、当該繰入金は課税仕入れを

構成するものであるため「特定収入」とみなされる

ことになる。

一方、法適用企業では、償却資産を取得した場合

は損益勘定において資産の耐用年数に応じて取得に

かかった費用を各年度に分配する（減価償却）こと

が行われる。消費税法基本通達（１６－２－４）によ

ると、一般会計等からの繰入金を、この減価償却費

に充てるための繰入金であると特定した場合は、そ

の額は「特定収入」には当たらないこととされてお

り、仕入れ控除税額からの控除対象にならないこと

から、元金償還金に充てると使途を特定した場合よ

りも、納付額が抑えられることになる。（なお、これ

らの特定は、予算書、決算書等の書面にて行うこと

になる。）

地公企法を適用していない公営企業においては、

減価償却費という概念がないために、現在これらの

取扱いを受けることができていない。法適化をすれ

ば、少なくとも消費税において現状よりも納付額を

抑えることができるということだ。もちろん、法適

用によるメリットはそれだけではなく、報告書にも

あるように、その第一の目的は、企業会計方式の導

入による正確な財務状況の提示とそれに伴う適切な

経営方針の決定である。しかし、これらのメリット

が分かりにくいとして未だ法適化への移行について

検討をしていない法非適用企業にあっては、まずは

前述の消費税の効果を計り、それによって法適化に

伴う費用を何年で取り戻せるのか、などについての

検討をするべきである。

なお、繰り返しになるが、今回の公営企業会計制

度の見直しの定着を待って、国において地公企法の

適用範囲の拡大の議論が活発化する可能性もある。

特に下水道事業については、期限を切られて法適用

への移行作業をしなければならない場合も考えられ

る。固定資産の再評価を外部委託するにしても、そ

うなってからでは需要に供給が追い付かず、発注す

らできないということもあるかもしれない。そうな

らないためにも、各地方自治体においては、できる

だけ早期に法非適用企業の法適化に向けた取り組み

を始めるべきである。
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国と地方を合わせた平成２２年度末の長期債務残高

は、約８９１兆円（ＧＤＰ比約１８４％）にのぼり、これ

は他の先進国と比べても、最悪の水準とされている。

増嵩する社会保障費や、なかなか浮揚しない景気

と伸びない税収、それらを補うために増発される赤

字債。国と地方を覆う現状は非常に厳しく、しかも

出口の見えない閉塞状態にあるといえる。国も地方

もごく限られた財源の中で財政運営を行わなければ

ならない。しかも社会は多様化しており、これまで

のような全国一律の基準はもはや通用しにくくなっ

ている。

そんな中、国等において盛んに議論になっている

のが「地域主権改革」の必要性についてである。こ

れまでであれば、国が全国一律の政策を各地で実施

させ、それを実施するのに財源が不足した場合は補

助金などを出して補っていた。しかし、今や国にも

かつてのような余力はない。地方自治体は、過去の

ように総花的に財政運営することが難しくなってお

り、限られた財源の中で、どの事業にどれだけの財

源を充て、どの事業を削るのかを各自で取捨選択す

るよう、これまで以上に迫られている。選択には、

正確なデータと合理的な見通しが必要になる。今回

の公営企業会計制度の見直しも、そのような要請の

中で行われるものであり、首長や議員又は住民がそ

れらの判断を正しく行うにあたっての新たな材料と

なるべきものである。

公営企業会計制度の見直しは、会計制度を見直し

たことによって各公営企業の財政状況が悪くなると

いうものではない。各公営企業の実態がより正確に

反映されるというだけのものである。しかし、実態

が反映されたことによって経営状況が悪かったこと

が露見するような場合もあるだろう。そのようなと

きは、当該公営企業の役割などを再検討の上、一般

会計等との負担区分の見直しや、事業手法の変更、

事業の縮小、廃止を議論しなければならない。各地

方公営企業あっては、これらの意義を踏まえ、来る

べき地域主権型社会に備え、正確かつ必要十分な財

務書類の作成を行うべく公営企業会計制度の見直し

の準備を進めていただきたい。

本稿がその一助になるようであれば、幸いである。
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